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【このマニュアルについて】 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル（埼玉県・医療機関向け）及び、肝がん・重

度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル（埼玉県・医療機関向け）【資料集】は、厚生労働省 肝炎

等克服政策研究事業「肝がん・重度肝硬変の治療に係るガイドラインの作成等に資する研究」（研究代表

者：東京大学大学院医学系研究科消化器内科学 小池和彦）の協力のもと作成したものを埼玉県版とし

て一部修正したものです。 
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本マニュアルにおける略語は次のとおりです。 

名称 略語 

非代償性肝硬変 重度肝硬変 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 本事業 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票 医療記録票 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書 指定申請書 

肝がん・重度肝硬変入院医療 入院医療 

肝がん・重度肝硬変入院関係医療 入院関係医療 

 高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療 高療該当入院関係医療 

肝がん外来医療 外来医療 

肝がん外来関係医療 外来関係医療 

 高療該当肝がん外来関係医療 高療該当 

外来関係医療 

高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療 高療該当合算関係医療 

臨床調査個人票 臨個票 

臨床調査個人票及び同意書 臨個票等 

指定医療機関及び保険薬局 指定医療機関等 

入院等指定医療機関（入院医療と外来医療を両方実施できる） 入院等指定医療機関 

入院等指定医療機関以外の医療機関 外来指定医療機関 

埼玉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 実施要綱 

埼玉県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 様式 様式 

 なお、本マニュアルにおける「肝がん」及び「重度肝硬変」は、１（１）の記載を

除き、全て、Ｂ型肝炎ウイルス又はＣ型肝炎ウイルスによるものをさします。 

※ 各種様式は、埼玉県公式ホームページの「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の

ご案内」からダウンロードするか埼玉県疾病対策課(Ｐ27)へ資料請求してください（保

健所で受け取ることもできます）。 

    (http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/kanentaisaku/kangan-iryouhi.html) 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/kanentaisaku/kangan-iryouhi.html
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１．肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の概要 

肝がん・重度肝硬変とは 

肝がん及び重度肝硬変は、慢性肝炎、肝硬変（代償性肝硬変）を経て進行して

いく一連の病態の最終段階とされ、その多くは肝炎ウイルス（Ｂ型肝炎ウイ

ルス、Ｃ型肝炎ウイルス）が原因です。 

肝がんは再発率が高く、長期的に治療を繰り返すことが多く、重度肝硬変で

は、肝性脳症、食道・胃静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎等の合併症の治療を繰り

返すことがあります。 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の趣旨 

①目的 

本事業は、Ｂ型肝炎ウイルスまたはＣ型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬

変の患者の医療費の自己負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるよう

にするための研究を促進する仕組みを構築することです。 

②実施主体 

埼玉県 

③本事業のイメージ 

本事業は保健事業（医療費の助成）と研究事業に分かれています。 

④参加者の要件 

Ｂ型肝炎ウイルス又はＣ型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変 

世帯年収約３７０万円未満 

研究班への臨床情報提供に同意 

上記をすべて満たして、知事から本事業の対象者として認定を受けた者 

⑤医療費の助成の概要 

・Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者（年収約３７０

万円以下の方）を対象に、肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療

（※１）に係る医療費が助成対象となる月を含み過去１年間で３月以上高額療

養費算定基準額を超えた場合（※２）に、高額療養費算定基準額を超えた３月目

以降（※３）の医療費について患者の自己負担額が１万円となるよう助成します。 

※１ 通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に

係るものに限ります。 

※２ 高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医

療のいずれかの医療を受けた月が３月以上の場合をいいます。 

※３ 助成月である３月目以降は、指定医療機関等において医療を受ける必要

があります。  
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【参考】実施要綱より 
３（８）本事業による給付の対象となる医療は、次のいずれかの医療（①について

は、一部負担額が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第４１条第７項

等に規定する特定疾病給付対象療養（以下「特定疾病給付対象療養」という。）に

係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。）のうち、当該療養の行われた月

以前の１２月以内に、次のいずれかの医療を受けた月数（医療保険各法（高齢者の

医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７条第１項に規定する医療

保険各法をいう。以下同じ。）又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による

外来に係る年間の高額療養費の支給により、対象患者が肝がん・重度肝硬変入院関

係医療及び肝がん外来関係医療について自己負担を行わなかった月数を除く。）が

既に２月以上ある場合であって、５（１）で定める指定医療機関又は保険薬局（以

下「指定医療機関等」という。）において当該医療を受けた月のものとする。 
①高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療 
②高療該当肝がん外来関係医療 
③高療該当肝がん・重度肝硬変合算関係医療 

 
・入院関係医療（入院治療）及び外来関係医療（通院治療）に関する詳しい助成方法は、 

それぞれ以下のとおりです。 

医療機関の窓口で現物給付されるもの 

高

療

該

当

入

院

関

係

医

療 

・３月目以降の入院等指定医療機関での高療該当入院関係医療（入院関係医療の

うち、高額療養費算定基準額を超えているもの）は特定疾病給付対象療養と位

置付けられ、参加者はその月の高療該当入院関係医療の医療費の自己負担額が

１万円となります。 

・自己負担額が１万円となった月（特定疾病給付対象療養としての給付を受けた

月）が同一の入院等指定医療機関でその月以前の１２月以内に４月以上ある時

は、その月は特定疾病給付対象療養として高額療養費多数回該当の適用を受け

ます。 

・本事業の高療該当入院関係医療は、特定疾病給付対象療養として医療費の助成

を行うことになりますので、自己負担額が１万円となるのは、「医療機関ごと」

「保険者ごと」に自己負担額（医療保険における自己負担割合である１割～３

割の額）が、高額療養費算定基準額を超えた場合になります。 

・肝炎治療特別促進事業（特定給付対象療養（健康保険法施行令第４１条第１項

第２号等））や難病医療費（特定疾病給付対象療養）など、同じ月に他の公費

負担医療があった場合は、高療該当入院関係医療の自己負担額（１万円）に他

の公費負担医療の自己負担額が積み上がっていくことになります。 

・高療該当入院関係医療は、入院等指定医療機関において、本事業の自己負担額
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（月１万円）を支払う場合「現物給付」が原則ですが、例外的な処理として、

保険給付における自己負担額の支払を行った上で、埼玉県に償還払の請求を行

うことによって、本事業における自己負担額との差額の償還をうける場合（償

還払）もあります。 

医療機関の窓口で通常の医療と同様に取り扱われるもの 

（医療記録票の記載等は必要） 

高

療

該

当

外

来

関

係

医

療

等 

・上記の高療該当入院関係医療の他、参加者は下記に該当する入院関係医療や外

来関係医療の医療費についても助成を受けられます。 

①３月目以降の指定医療機関での高療該当入院関係医療（外来医療の実施に係る 

 ものに限る。）と同じ月に受けた、指定医療機関等での外来関係医療 

②３月目以降の指定医療機関等での高療該当外来関係医療及び入院関係医療（外

来医療の実施に係るものに限り、高療該当入院関係医療に該当するものを除

く。） 

③３月目以降の指定医療機関等での高療該当合算関係医療 

・なお、これらの医療費は、保険給付における自己負担額の支払を行った上で、

埼玉県に償還払の請求を行うことによって、本事業における自己負担額との差

額の償還をうけることとなります（償還払）。 

・医療機関においては、通常の医療と同様に、自己負担額（医療保険における自

己負担割合である１割～３割の額）を徴収することとなりますが、同じ月にお

ける本事業の対象医療に係る自己負担額の累計額によって、新規、更新申請等

の際の助成の条件となる月数にカウントされるか、また、助成対象となるかを

判断するための資料として、会計の都度、医療費の額にかかわらず、医療記録

票に記載していただく必要があります。 

    

・事業の概要及び事務フロー（全体のフロー図及び事務フローの例）については、「７．

その他参考資料」を参照ください。 
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【参考】 
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【助成制度のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※助成開始前１２月の中で、外来に係る部分のカウントは令和３年４月以降分からとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【注意点】 

本事業の入院関係医療については、肝がんや重度肝硬変の入院関係医療に対

して助成を行うものであり、入院中に実体として入院医療が行われることが前

提となります。退院時処方は、入院費用に含まれますが、在宅での療養に必要

なものとして行われるものです。そのため、当該入院期間に本事業の入院関係

医療が行われず、退院時処方のみ入院関係医療に関する薬剤が処方されたとし

ても、その入院を本事業の対象とすることはできません。 

一方、入院医療が行われ、退院時処方として入院関係医療に係る投薬が行わ

れた場合には、退院時処方を入院関係医療に含めて、高額療養費の算定基準額

に達しているかの判定をお願いします。 
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⑥研究の概要 

研究は厚生労働省肝炎等克服政策研究事業における研究班（「７．その他参考

資料」に記載）において実施します。 

研究班は、国（厚生労働省）に提出された臨個票等の写しの提供を受けて、臨

個票に記載された状況等についての解析を行います。 

※研究班では国（厚生労働省）から臨個票等の提供を受けて解析を行うことにつ 

いて臨床倫理委員会で承認を受けています。 

指定医療機関は、臨個票等（埼玉県様式２）を作成して参加者に交付する時に、

「本事業では、国（厚生労働省）が臨個票等の写しを研究班に提供することに

ついての同意が必要」であることを、国（厚生労働省）に代わり説明してくだ

さい。また、指定医療機関において、研究班に提供することについての同意を

参加予定者から得るようお願いします。 

   ※指定医療機関が研究班に対して臨個票等の提供を行うものではないため、 

それぞれの指定医療機関において、臨床倫理委員会の承認を得る必要はあ 

りません。 

なお、医療機関が指定医療機関に指定されたことにより、研究事業について症

例の登録や臨床データの入力といった負担が増えることはありません。 
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【参考】 実施要綱より 
 １０ 臨床調査個人票等 

（１）知事は、８の定めるところにより、知事の認定を受けた患者から提出された臨個

票等の写しを認定があった翌々月の１５日までに厚生労働大臣に提出するもととする。

（２）厚生労働大臣は、肝がん・重度肝硬変の治療効果、患者の生命予後や生活の質を

考慮し、最適な治療を選択できるようにするための研究を適切に行えると認める者に対

し、前項の規定により知事から提出された臨個票等の写しを提供するものとする。 

 

２．指定医療機関の申請《実施要綱５（１）》 

指定医療機関について 

本事業で、肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者が医療費の助成

を受けるためには、住民票のある都道府県の知事が指定する「指定医療機関」

で入院関係医療を受ける必要があります。 

医療機関が本事業の「指定医療機関」の指定を受けるためには、都道府県（原

則として当該実施医療機関が所在する都道府県）の知事に対して申請の手続

を行う必要があります。ただし、保険薬局は手続不要です。 

【指定医療機関の要件】 

〇入院等指定医療機関の場合 

   ・本事業の実施に協力することができる保険医療機関であること。 

対象疾患の入院医療及び外来医療を適切に行うことができること。 

〇外来指定医療機関（入院等指定医療機関以外）の場合 

・本事業の実施に協力することができる保険医療機関であること。 

・対象疾患の外来医療を適切に行うことができること。 

【指定医療機関の役割】 

・本事業の対象患者になると推定される患者がいる場合、事業についての説明 

 を行うこと。 

・患者から依頼があった場合には、申請や償還払の請求その他本事業に必要な 

 書類（臨個票は医師が作成）を作成し、交付すること。 

・入院等指定医療機関は患者から参加者証が提示され、本事業の対象疾患につ 

 いて高療該当入院関係医療が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機 

 関として公費の請求を行うこと(埼玉県の公費負担者番号 38116026）。 

その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について知事及び他の保険

医療機関や保険薬局と連携・協力すること。 

 

新規申請について 

本事業における指定医療機関としての指定を受けようとする医療機関は、指
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定申請書（埼玉県様式９）により、知事あてに申請を行います。 

知事は、本事業における指定医療機関の指定を行った後、厚生労働大臣に指定

した医療機関の報告を行います。この情報は、国立国際医療研究センター肝

炎情報センターが運用する肝炎医療ナビゲーションシステムに提供し、同シ

ステムにおいて指定医療機関の検索が可能となります（ただし保険薬局は掲

載されていません。）。 

【肝炎医療ナビゲーションシステム】 https://kan-navi.ncgm.go.jp/ 

本事業において、都道府県（Ａ）において知事から指定を受けた指定医療機関

は、都道府県（Ｂ）において知事から認定を受けた肝がん・重度肝硬変の患者

（参加者）が入院又は通院した場合であっても、都道府県（Ｂ）は当該指定医

療機関を自らが指定した指定医療機関とみなすため、指定医療機関が改めて、

都道府県（Ｂ）の知事に対して指定医療機関の申請を行う必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更の届け出 

 医療機関の名称、所在地、開設者、医療機関コード等、指定申請書の内容につい

て変更があった場合は、速やかに指定医療機関変更届出書（埼玉県様式１４）によ

り、知事あてに申請を行います。添付書類は不要です。 

 医療機関コードのみ、新しい番号の通知後の申請が可能です。 

 

辞退・取消について 

 指定医療機関の指定を辞退するため指定の取消を求める場合は、速やかに指定医

https://kan-navi.ncgm.go.jp/
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療機関変更届出書（埼玉県様式１５）により、知事あてに申請を行います。 

その際、参加者の利用に支障がないように、十分な時間的余裕をもって事前に届け

出ることが必要となります。 

 ・知事が指定医療機関の要件を満たしていないと判断した場合には、知事が指定医 

 療機関の指定の取消を行うことがあります。 

 

３．対象患者《実施要綱４》 

条件 

Ｂ型肝炎ウイルス・Ｃ型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され

ている（診断・認定基準：実施要綱 別添１、肝がん・重度肝硬変であること

を判定するための病名：実施要綱 別添２） 

世帯年収約３７０万円未満 

研究班への臨床情報提供に同意 

 
年齢区分と適用される階層区分 

年齢区分 階層区分 

７０歳未満 医療保険者（高齢者の医療の確保に関する法律第 7 条第 2

項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。）が発行する限

度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の

所得額の適用区分が、エ又はオに該当する者 

７０歳以上７５歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が

２割とされている者 

７５歳以上（注） 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が１割又は

２割とされている者 

（注）６５歳以上７５歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、 

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が１割又は２割とされている者を含む。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

入院・通院されている対象患者に、助成の制度に関して説明をする場合のステップ

については、「【資料集１】肝がんや重度肝硬変患者への制度の説明フロー」を 

参照してください。 

対象患者が、埼玉県に参加者証の交付申請をする際の、所得区分に応じた提出書類

や、保険者認定に必要な書類については、「【資料集２】所得区分に応じた提出書

類」を参照してください。 
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４．肝がん又は重度肝硬変の患者への対応 

医療記録票 

①医療記録票とは 

医療記録票とは、肝がん・重度肝硬変の患者が、保険医療機関等において、肝

がん・重度肝硬変の医療を受けたことを記録するものです。 

・医療記録票に医療実績を記載し、助成対象となる月を含み過去１年間で、高療 

該当入院関係医療、高療該当外来関係医又は高療該当合算関係医療のいずれ 

かの医療を受けた月数を数えます。 

 これを本事業においては、「月数要件のカウント」といいます。 

・医療記録票には、医療機関等が入院関係医療及び外来関係医療の医療費等の 

情報を記載するもの（埼玉県様式７－１）と、領収書及び診療明細など患者自 

らが入院関係医療及び外来関係医療の情報を用意するもの（埼玉県様式７－ 

２）の２種類があります。いずれの医療記録票も同じ効力を持ちます。 

・指定医療機関等は原則として埼玉県様式７－１による医療記録票への記載を 

行っていただくことになります。ただし、患者が医療記録票を紛失した場合など

は、患者が埼玉県様式７－２を用意する必要があります。 

・医療記録票は、参加者証の交付、更新申請及び償還払請求を行う際の添付書類 

の一つであり、「月数要件のカウント」を把握するための資料です。 

・医療記録票は、当該月において入院関係医療及び外来関係医療の医療費がど 

の程度であるのかを示すものに過ぎないことから、提供にあたり文書料が発 

生することを想定しておりません。情報提供料も請求できるものではありま 

せん。 

②医療記録票の交付について 

・「医療機関が記載する医療記録票」については、知事が定めた様式（埼玉県は

埼玉県様式７－１。県が患者に交付する場合は、冊子の形式となります。また、

都道府県により様式が異なります。患者の住所地のある都道府県の様式を使用

します。）を使用し、肝がん又は重度肝硬変の患者に対して交付するものとして

いますが、県に代わって、指定医療機関等から患者に交付（指定医療機関等が交

付する場合はＡ４サイズの用紙の形式です。）することもできます。 

・従って、肝がんや重度肝硬変患者で本事業の対象になると推定される患者が 

入院又は通院された際に前もって医療記録票を交付することも可能です。 

・過去の所得区分が違っても、申請時に要件を満たしていれば助成対象となり 

ます。従って、過去の医療にかかる医療記録票を請求された場合は、所得区分に

かかわらず交付してください。 

・なお、指定医療機関等は「医療機関が記載する医療記録票」について、あらか

じめ県から受け取る等、必ず備えておいてください。患者が医療記録票を持って 
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いない場合は、自院で備えている医療記録等を記載して、患者に交付してくだ 

さい。 

③医療記録票への医療記録の記載について 

・医療記録票（埼玉県様式７－１）には、医療機関等が入院関係医療及び外来関

係医療の医療費等の情報を記載することになります。 

・なお、医療記録票（埼玉県様式７－２）には、医療機関が記載する項目はあり

ませんが、入院記録及び外来記録を確認するために、患者から領収書や診療明細

書を求められます。 

・肝がんや重度肝硬変の患者から医療記録票（様式７－１）を提示され、記載を

求められた場合は、「④医療記録票の記載方法（記載例など）」に沿って、必要事

項を記入してください。なお、入院関係医療については、入院中に、実際に入院

医療が行われている場合にのみ、医療記録票に記載を行うこととなります。 

・医療記録票を所持していない患者から医療記録票の交付と記載を求められた

場合は、備え付けておいた医療記録票（患者の住民票が県外にある場合は当該都

道府県から配布された医療記録票）に、必要事項を記載して当該患者に交付して

ください。 

・医療記録票（様式７－１）の交付を求めてきた肝がん・重度肝硬変の患者が、

参加者証の申請をする前であっても、医療記録票を作成することができます。 

④医療記録票の記載方法（記載例など） 

・会計ごとに記載します。入院の途中で月が変わる場合は、２行使用します。 

・項目に従って記載してください。 

 （１）総点数、支払額 （２）対象医療の点数、支払額 （３）外来で分子標 

   的薬を用いた化学療法又は肝動注化学療法に該当する場合は、〇をつける 

 （４）同時に他の公費（肝炎治療受給者証被交付者）の状況 （５）記載した 

  担当者名（サインでもゴム印でも可） 

  【注意点】 

○ 入院関係医療について、現物給付が行われない場合は、特定疾病給付対象療

養として扱われないので、そのときの高療該当入院関係医療に多数回該当が適

用されることはありません。 

○ 同じ月における本事業の対象医療に係る一部負担金等の累計額によって、助

成の条件となる月数にカウントされるか、また、助成対象となるかを判断する

ため、医療費等については、２万１千円等、高額療養費の算定における一部負

担金等の額の制限額に満たない場合でも全て医療記録票に記載してください。 

○ 保険診療の高額療養費算定基準額を記入してください。この金額は、窓口支 

 払額と同様に、医療費の助成を償還払により行うこととなった場合に、埼玉県 

 において適正な償還払の金額を算定するために必要なものとなりますが、医療 

 機関において把握できる範囲において記載してください（保険者の変更はない 
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 が医療機関の変更があった場合に、保険者としての多数回該当のカウントは継 

 続するが医療機関としてのカウントはリセットされ、多数回該当の把握ができ 

 ない場合があるため）。   

〇 本事業以外の公費負担医療があった場合、その自己負担額を記載してくださ 

 い（ex.肝炎治療特別促進事業であれば月の上限１万円 or２万円）。この金額 

 も、医療費の助成を償還払により行うこととなった場合に、県において適正な 

 償還払の金額を算定するために必要なものとなります。 

 

 

 

 

 

臨床調査個人票兼同意書 

臨個票等の説明 

臨個票等（埼玉県様式２）は、患者が事業に参加するにあたっての交付申請す

る際の添付書類のひとつとなります。 

臨個票は、診断書に類した内容となっており、同意書は、臨個票のデータを国

（厚生労働省）から研究班に提供することに同意をしていただくものになり

ます。個人を特定できる情報は提供されません。 

・臨個票は、指定医療機関の医師のみが記載することができます。指定医療機関 

 以外の医療機関で、患者から臨個票の記載を求められた場合は、指定医療機関 

 の医師を紹介してください。 

対象患者から、事業に参加するため臨個票等の交付を求められた際に、臨個票

等に患者氏名・性別・生年月日・住所・診断年月・前医（あれば）・検査所見・

診断根拠・その他記載すべき事項・診断・医療機関名および所在地の欄に必要

事項を記載して対象患者に渡してください。 

臨個票等は上記のとおり診断書に類した内容となっていることから、交付に

あたり文書料を請求することができるもの（請求しなくてもよい）となりま

す。この文書料は本事業の助成の対象とはなりません。 

対象患者に臨個票を作成し、交付する際には、臨個票の取扱いについて説明を

し、データ提供への同意に関する説明文書を渡してください。 

 

 

②臨床調査個人票の書き方（記載例など） 

 

 

データ提供への同意に関する説明文書については、「【資料集３】データ提供

への同意に関する説明文書」を参照ください。 

（入院等指定医療機関のみ）入院関係医療のカウント及び特定疾病給付対象療

養としてのカウント（多数回該当の適用に影響）については、「【資料集７】入

院関係医療のカウント例」を参照ください。 
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臨個票等の書き方については、「【資料集４】臨床調査個人票等の記載例」を

参照ください。 

 

 

 

 

申請から参加者証の交付まで 

参加者証（埼玉県様式４）の交付のために、交付申請書と添付書類を知事あて

に提出することになります。書類の提出先は、申請者の住所を所管する保健

所になります（２７ページ参照）。 

申請から参加者証の交付までには、概ね１～２か月後くらいかかります。お問

い合わせがありましたら、保健所（２７ページ参照）に問い合わせていただく

よう伝えてください。 

参加者証の確認事項と方法（本人確認・所得確認など） 

医療機関では、知事から交付された参加者証の記載内容が、医療機関において

把握している患者本人の情報と齟齬がないかどうかの確認をお願いします。 

万が一、齟齬があった場合は、患者本人に確認するとともに、知事と協議・調

整をしてください。 

   ・県から参加者証の交付を受けた患者が肝がんや重度肝硬変で入院し、一定の要 

    件を満たすと、入院等指定医療機関において医療費の助成（現物給付）に関す 

    る事務が発生することになります。 

・参加者証の交付を受けていても、指定医療機関以外の医療機関に入院又は通 

 院した場合の医療費は助成対象外となります。 

 指定医療機関以外の医療機関は、参加者証の交付を受けている患者が自院に 

 入院又は通院しようとしている場合は、その旨を患者に伝えてください。 

 また、指定医療機関の指定申請について、都道府県から要請がなされますの 

 で、条件を満たす場合は可能な限り指定の申請を御検討ください。 

・詳細は、「５．現物給付の事務処理（入院等指定医療機関における高療該当入 

 院関係医療のみ）」 

知事から参加者証の交付後、引き続き、対象患者が肝がんや重度肝硬変で入院

している場合には、医療記録票に医療記録を記載していただくことになりま

すが、その後、対象患者が一定の要件を満たすと、医療費の助成に関する事務

が発生することになります。 

・詳細は「５．現物給付の事務処理」、「６．償還払の事務処理」に手続方法を記 

 載していますが、毎月、被保険者証の確認をしていただいていることに加え 

 て、本事業の対象かどうかについて、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・ 

 標準負担額減額認定証」による所得区分の確認を行っていただくことになり 

 ます。 
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※高額療養費が支給される月の数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【所得区分の確認の方法】 

・70 歳未満の方 

→ 被保険者証に所得区分（エ・オ）が記載 

・70 歳以上の方 

①限度額適用認定証が提出された場合 

→ 限度額適用認定証に所得区分（低所得ⅠorⅡ）が記載 

②限度額適用認定証が提出されない場合 

→ 一般区分 
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５．現物給付の事務処理（入院等指定医療機関における高療該当入院関係医療のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現物給付について 

高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療の

いずれかの医療を受けた月が助成対象となる月を含み過去１年間で３月以上

ある場合に、入院等指定医療機関において高療該当入院関係医療を受けた入

院等指定医療機関の窓口において、高療該当入院関係医療の自己負担額を、

高額療養費算定基準額ではなく１万円にします。 

高療該当入院関係医療の医療費の助成は、原則として現物給付によることと

しています。 

所得区分の確認と医療記録票の提示 

参加者証を持っている方が入院されたら、被保険者証・高齢受給者証と限度額

適用認定証の提示を受けてください。 

指定医療機関は、参加者から直近の１１月分の記録が確認できる医療記録票

を預かり、その月の入院医療の結果次第で、「月数要件のカウント」が当該月

を含む１年間において３回以上になる可能性があることを確認してください。 

被保険者証・高齢受給者証に記載されている自己負担割合と限度額適用認定

証から高額療養費算定基準額を把握してください。 

医療費の整理 

入院関係医療の医療費、自己負担額及び支払額のほか、同一の入院時に、入院

関係医療に該当しない他の保険診療があった場合は当該保険診療の医療費と

自己負担額及び支払額、また、他の公費負担医療があった場合は当該公費負

担医療の自己負担額について整理しておいてください。 

整理の方法は、「【資料集７】レセプトの記載例」に、樹形図（ツリー図）とし

て記載しております。 

同一の月に複数回の入院があった場合、医療機関の変更があった場合、及び都

道府県の変更があった場合の考え方は「【資料集５】複数回入院等の場合の事

【注意点】 

入院等指定医療機関において、現物給付を行い自己負担額を１万円にする場合の

事務処理を行うにあたって、被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証等及び

参加者証を確認していただいた際、次の場合に該当したときは、事務処理を中断し、

保健所あて（２７ページ参照）連絡してください。 

・被保険者証または高齢受給者証に記載されている自己負担割合が、医療費の助

成対象外だった場合 

・参加者証に記載されている「適用区分」と、限度額適用認定証等に記載されて

いる「所得区分」が異なっている場合 
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例」に記載しております。 

窓口対応 

入院等指定医療機関は、月末又は退院時に、高療該当入院関係医療に該当して

いる場合は、現物給付の処理を行ってください（特定疾病給付対象療養とし

てのカウントが４回以上の場合は、高額療養費算定基準額多数回該当があれ

ばその適用があるので注意してください）。 

現物給付となった場合、医療記録票（埼玉県様式７－１）での「関係医療の自

己負担額」の欄には１万円と記載することになります。 

肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けている患者で本事業の対象と

なる分子標的薬を用いた化学療法又は肝動注化学療法と肝炎治療特別促進事

業の対象となる核酸アナログ療法を同じ医療機関で同日に処方を受ける患者

には、窓口で下記の書類の提示を求め、窓口では、先に核酸アナログ療法に係

る医療費（初診料、再診料、検査費等を含む肝炎治療特別促進事業の対象とな

る医療費に係る自己負担額）を「肝炎治療自己負担限度月額管理票」に記載

し、残りの医療費について本事業の「医療記録票」に記載します。  

     〇肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業：「医療記録票」 

     〇肝炎治療特別促進事業：「肝炎治療自己負担限度月額管理票」 

レセプトの書き方 

「【資料集７】レセプトの記載例」を参照してください。 

パターン１３以降は、多数回該当の有無や所得区分の違いによる記載例とな

っています。 

医療記録票の記載 

   ・「【資料集６】医療記録票の記載方法」を参照してください。 

高療該当入院関係医療に係る入院については、月末又は退院時に「医療記録

票」（埼玉県様式７－１）に所定の事項を記載してください（通院について

も会計の都度、記載することになります。）。 

 
６．償還払の事務処理 

 
 
 
 
 
 
 

 

【注意点】 

指定医療機関において、被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証等及び参 

加者証を確認いただく際、次の場合に該当したときは、患者に保健所あて（２７ペ

ージ参照）連絡し、指示を受けるように案内してください。 

・被保険者証または高齢受給者証に記載されている自己負担割合が、医療費の

助成対象外だった場合。 

・参加者証に記載されている「適用区分」と、限度額適用認定証等に記載 

 されている「所得区分」が異なっている場合。 
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償還払について 

・高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療のい

ずれかの医療を受けた月が助成対象となる月を含み過去１年間で３月以上であ

る場合に、以下のいずれかの医療を受けたときは、患者は、指定医療機関の窓口

ではなく、県に対して医療費の助成を請求します。 

   【高療該当外来関係医療等（高療該当入院関係医療以外）】 

   ・下記に該当する入院関係医療や外来関係医療。 

①３月目以降の指定医療機関での高療該当入院関係医療（外来医療の実施に係

るものに限る。）と同じ月に受けた、指定医療機関等での外来関係医療。 

②３月目以降の指定医療機関等での高療該当外来関係医療及び入院関係医療

（外来医療の実施に係るものに限り、高療該当入院関係医療に該当するものを

除く。）。 

③３月目以降の指定医療機関等での高療該当合算関係医療。 

【高療該当入院関係医療】 
・３月目以降の指定医療機関での高療該当入院関係医療。 

※高療該当入院関係医療に係る医療費の助成は、原則として現物給付による

こととしていますので、入院に係る医療費の償還払はやむを得ない場合の

例外的な処理となります。（詳細は【資料集５】複数回入院等の場合の事例

に記載） 
所得区分の確認と医療記録票の提示 

参加者証を持っている方が入院・外来に受診されたら、被保険者証・高齢受給

者証と限度額適用認定証の提示を受けてください。 

現物給付と同様に、指定医療機関は、直近の１１月分の記録が確認できる医療

記録票（埼玉県様式７－１または埼玉県様式７－２）を参加者から預かり、そ

の月の入院医療の結果次第で、「月数要件のカウント」が当該月を含む１年間

において３月以上になる可能性があることを確認してください。 

被保険者証・高齢受給者証に記載されている自己負担割合と限度額適用認定

証から高額療養費算定基準額を把握してください。 

医療費の整理 

入院関係医療及び外来関係医療の医療費、自己負担額及び窓口支払額のほか、

同一の入院時又は外来時に、入院関係医療又は外来関係医療に該当しない他

の保険診療があった場合は当該保険診療の医療費、自己負担額及び窓口支払

額、また、他の公費負担医療があった場合は当該公費負担医療の自己負担額

について整理しておいてください。 

整理の方法は、「【資料集７】レセプトの記載例・入院関係医療のカウント例」
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に、樹形図（ツリー図）として記載しております。 

同一の月に複数回の入院があった場合、医療機関の変更があった場合及び都

道府県の変更があった場合の考え方は「【資料集５】複数回入院等の場合の事

例」に記載しております。 

窓口対応 

助成を受けるには都道府県に対して償還払の手続が必要となる旨を対象患者

に伝え、領収書と診療明細書を交付してください。 

償還払の場合、窓口での支払額は「保険診療の高額療養費算定基準額」となり

ます。 

・肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けている患者で本事業の対象と

なる分子標的薬を用いた化学療法又は肝動注化学療法と肝炎治療特別促進事

業の対象となる核酸アナログ療法を同じ医療機関で同日に処方を受ける患者

には、窓口で下記の書類の提示を求め、窓口では、先に核酸アナログ療法に係

る医療費（初診料、再診料、検査費等を含む肝炎治療特別促進事業の対象とな

る医療費に係る自己負担額）を「肝炎治療自己負担限度月額管理票」（患者が

持参する）に記載し、残りの医療費について「医療記録票」に記載します。 

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業：「医療記録票」 

・肝炎治療特別促進事業：「肝炎治療自己負担限度月額管理票」 

レセプトの書き方 

「【資料集７】レセプトの記載例・入院関係医療のカウント例」を参照してく

ださい。 

医療記録票の記載 

退院時、通院時又は各月末に、医療記録票（埼玉県様式７－１）に所定の事項

を記載してください（※）。なお、償還払の手続による場合も、高療該当入院

関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療を受けているこ

とから、「月数要件のカウント」がされることを留意してください。 

詳細は「【資料集７】レセプト記載例・入院関係医療のカウント例」を参照

してください。 

※通院時に、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による治

療を行う上で無関係であると医師が判断する医薬品（本事業の助成対象外とな

る医薬品）も合わせて１枚の処方箋によって処方する場合には、処方箋につい

て、調剤を行う保険薬局が助成対象外の医薬品を区別できるようご対応（あらか

じめルールなどを取り決めしておく等）をお願いいたします。 
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７．その他参考資料 

（１）事業の概要 

 
（２）事務フロー（全体のフロー図） 
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（３）事務フロー（事務フローの例） 

 

（４）研究班の概要 
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（５）高額療養費基準額と公費助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）参照条文 

<健康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）（抄）> 

（月間の高額療養費の支給要件及び支給額）※特定疾病給付対象療養に関する規定 

第四十一条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される

高額療養費の額を控除した額（以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。）が高額療養費

算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定

基準額を控除した額とする。 

一 （略） 

二 被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養
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（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による一般疾病医療費（第

四十三条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。）の支給その他厚生労働省令で定める医療に

関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による保険者の

認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。）について、当該被保険者又はその

被扶養者がなお負担すべき額（七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあ

っては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円（第四十二条第五項に

規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円）以上のものに限る。）を合

算した額 

２～５ （略） 

６ 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養（当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による

保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被

扶養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。）を受けた

場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給

付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該

同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。 

７ 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養（特定給付対象療養（当該被保険者又はその被扶

養者が第九項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。）のうち、治

療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を

必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚

生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。第四十二条第七項において同じ。）を受けた場合に

おいて、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところ

により保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ

一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療

養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除し

た額を高額療養費として支給する。 

８・９ （略） 

 

（高額療養費算定基準額）※特定疾病給付対象療養に係る多数回該当に関する規定 

第四十二条 （略） 

２～６ （略） 

７ 第四十一条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ

からホまでに定める額 

イ 第一項第一号に掲げる者 八万百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万

五十円）と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき
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厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額

が二十六万七千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、十三万三千五百円。以下

このイにおいて同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した額に

百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未

満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上

げた額）との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）のあった月以前の

十二月以内に既に高額療養費（当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）を受けた被保険者

又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条

第七項の規定によるものに限る。）が支給されている月数が三月以上ある場合（以下この項におい

て「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。）にあっては、四万四千四百円

（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円）とする。 

ロ・ハ （略） 

ニ 第一項第四号に掲げる者 五万七千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあって

は、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、

四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円）とする。 

ホ 第一項第五号に掲げる者 三万五千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあって

は、一万七千七百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、

二万四千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万二千三百円）とする。 

二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 

次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額 

イ 第三項第一号に掲げる者 五万七千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあって

は、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、

四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円）とする。 

ロ～ヘ （略） 

三 （略） 

８～10 （略） 
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（７）用語集（実施要綱から抜粋） 

用語 定  義 

肝がん・重度肝硬

変入院医療 

 Ｂ型肝炎ウイルス又はＣ型肝炎ウイルスによる肝がん又は

重度肝硬変の患者に対して行われる入院医療で保険適用とな

っているもののうち、実施要綱別添３に定める医療行為 

肝がん・重度肝硬

変入院関係医療 

 肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために

必要となる入院料、検査料その他当該医療に関係する入院医

療で保険適用となっているもの（当該医療と無関係な医療は

含まない） 

高療該当肝がん・

重度肝硬変入院関

係医療 

 肝がん・重度肝硬変入院関係医療のうち、同じ月に１つの保

険医療機関において対象患者が受けた医療であって、当該医

療に係る一部負担額が健康保険法施行令第41条第 7項等に規

定する特定疾病対象療養に係る高額療養費算定基準額を超え

るもの 

肝がん外来医療  Ｂ型肝炎ウイルス又はＣ型肝炎ウイルスによる肝がんの患

者に対して行われる分子標的薬を用いた外来医療その他の外

来医療で保険適用となっているもののうち、実施要綱別添４

に定める医療行為 

肝がん 

外来関係医療 

 肝がん外来医療及び当該医療を受けるために必要となる検

査料その他当該医療に関係する外来医療で保険適用となって

いるもの（当該医療と無関係な医療は含まない） 

高療該当肝がん 

外来関係医療 

 令和３年４月以降に行われた肝がん外来関係医療のうち、

同じ月に保健医療機関又は保険薬局において対象患者が受け

た医療であって、当該医療に係る一部負担額の合算額（高額療

養費の算定方法の例により算定した一部負担額の合算額をい

う）が高額療養費算定基準額を超えるもの 

高療該当肝がん・

重度肝硬変合算関

係医療 

 令和３年４月以降に行われた、同じ月における肝がん・重度

肝硬変入院関係医療（肝がん外来医療に係るものに限る）及び

肝がん外来関係医療の一部負担額を合算した額（高額療養費

の算定方法の例により算定した一部負担額の合算額をいう）

が入院・外来高額療養費算定基準額（入院医療及び外来医療に

係る医療費の双方を対象とする高額療養費算定基準額をい

う）を超えるもの（高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療

又は高療該当肝がん外来関係医療に該当するものを除く） 
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（８）管轄保健所一覧     埼玉県庁：疾病対策課０４８－８３０－３５９８ 

 

県保健所 担当 電話番号 郵便番号 所在地 管轄市町村 

南部保健所 

保
健
予
防
推
進
担
当 

048-262-6111 333-0842 川口市前川 1-11-1 蕨市、戸田市 

朝霞保健所 048-461-0468 351-0016 朝霞市青葉台 1-10-5 
朝霞市/志木市/和光市/新座市 

富士見市/ふじみ野市/三芳町 

春日部保健所 048-737-2133 344-0038 春日部市大沼 1-76 春日部市/松伏町 

草加保健所 048-925-1551 340-0035 草加市西町 425-2 草加市/八潮市/三郷市/吉川市 

鴻巣保健所 048-541-0249 365-0039 鴻巣市東 4-5-10 
鴻巣市/上尾市/桶川市 

北本市/伊奈町 

東松山 

保健所 
0493-22-0280 355-0037 

東松山市若松町 

2-6-45 

東松山市/滑川町/嵐山町 

小川町/ときがわ町/川島町 

吉見町/東秩父村 

坂戸保健所 049-283-7815 350-0212 坂戸市石井 2327-1 
坂戸市/鶴ヶ島市、毛呂山町 

越生町/鳩山町 

狭山保健所 04-2954-6212 350-1324 狭山市稲荷山 2-16-1 
所沢市/飯能市/狭山市 

入間市/日高市 

加須保健所 0480-61-1216 347-0031 加須市南町 5-15 行田市/加須市/羽生市 

幸手保健所 0480-42-1101 340-0115 幸手市中 1-16-4 
久喜市/蓮田市/幸手市 

白岡市/宮代町/杉戸町 

熊谷保健所 048-523-2811 360-0031 熊谷市末広 3-9-1 熊谷市/深谷市/寄居町 

本庄保健所 0495-22-6481 367-0047 本庄市前原 1-8-12 本庄市/美里町/神川町/上里町 

秩父保健所 0494-22-3824 368-0025 秩父市桜木町 8-18 
秩父市/横瀬町/皆野町 

長瀞町/小鹿野町 

市保健所 電話番号 郵便番号 所在地 

    

 

さ

い

た

ま

市 

さいた

ま市 
疾病予防対策課   048-840-2219 338-0013 中央区鈴谷 7-5-12 

各区保健ｾﾝﾀｰ 

保健センター名 電話番号 保健センター名 電話番号 

西区保健センター 048-620-2700 桜区保健センター 048-856-6200 

北区保健センター 048-669-6100 浦和区保健センター 048-824-3971 

大宮区保健センター 048-646-3100 南区保健センター 048-844-7200 

見沼区保健センター 048-681-6100 緑区保健センター 048-712-1200 

中央区保健センター 048-840-6111 岩槻区保健センター 048-790-0222 

市保健所 電話番号 郵便番号 所在地 管轄市 

川越市保健所 049-229-4124 350-1104 川越市小ヶ谷 817-1 川越市 

川口市保健所 048-423-6726 333-0842 川口市前川 1-11-1 川口市 

越谷市保健所 048-973-7531 343-0023 越谷市東越谷 10-31 越谷市 


